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　 産業課 商工観光係　☎62-9342

【対 象 者】　平成31年度の住民税が課税されていない方
　　　　　　　※ただし、住民税が課税されている人に扶養されている方、生活保護等の支援給付の受給者、
　　　　　　　　生計を一つにする配偶者が課税されている方などは対象外です。
【申請期限】　11月29日（金）
　　　　　　　※購入対象となる可能性のある方には、7月中に申請書を送付しています。
【販売単位】　１セット5,000円分（500円券×２枚、1,000円券×４枚）を 4,000円で販売
　　　　　　　対象者１名につき、５セットまで購入できます。

　商品券の販売店舗や利用可能店舗など、詳しく
は富士見町のホームページまたは、購
入引換券に同封のプレミアム付商品券
取扱店一覧表をご覧ください。

　富士見町のホームページ
　 https://www.town.fujimi.lg.jp/
　　　　　　  page/premium.html

【日　　時】　10月６日（日）、20日（日）
　　　　　　　午前８時30分 ～ 正午
【販売場所】　役場１階ロビー

休　日　販　売

【日　　時】　10月15日（火）、29日（火）
　　　　　　　午後５時15分 ～ 7時
【販売場所】　役場 会計室（１階⑥番窓口）

夜　間　販　売

対象の方一人あたり

2.5万円分の商品券を2万円で販売しています
5,000円分上乗せ ＝ 25％もお得です

●プレミアム付商品券を購入できる方

●プレミアム付商品券は利用期間が決まっています

①住民税非課税の方　申請が必要

【対 象 者】　平成28年４月２日から令和元年９月30日までに生まれた子がいる世帯の世帯主
　　　　　　　※購入引換券は９月上旬に対象者に発送しています。
【販売単位】　１セット5,000円分（500円券×２枚、1,000円券×４枚）を 4,000円で販売
　　　　　　　対象の子ども１人につき、５セットまで購入できます。

【利用期間】　10月1日（火）～ 令和2年3月31日（火）　期間内に購入、使用をしてください。

●商品券は役場で販売しています

※プレミアム付商品券を購入の際は、購入引換券と本人確認書類をお持ちください。

【販売期間】　９月２日（月）～ 令和２年２月28日（金）の平日　午前８時30分～午後３時
【販売場所】　役場会計室（１階⑥番窓口）または、産業課 商工観光係（２階⑫番窓口）
　　　　　　　※休日・夜間販売は場所が変わりますのでご注意ください。

②子育て世帯の方　申請は不要

※①と②のどちらにも該当する方は、両方の条件で購入できます。

富士見町プレミアム付商品券 検索

　幼児教育・保育の無償化につい
て、詳しくは内閣府のホームペー
ジでご確認ください。

　内閣府
　 保育無償化のホームページ
　 https://www.
　　　　　  youhomushouka.go.jp

幼児教育・保育の無償化 検索

問


